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ごあいさつ

　本市は、平成27年9月に、平成28年度から令和7年度を計画期間とする米沢市まちづくり

総合計画を策定し、「ひとが輝き　創造し続ける　学園都市・米沢」を目指す将来像として

掲げ、その実現に向けて様々な施策を推進してまいりました。中でも、健康長寿のまちづく

りや米沢ブランド戦略事業、ゼロカーボンシティ宣言等の新たな施策にも取り組んできた

ところです。

　計画策定から5年が経過し、人口減少や少子高齢化の急速な進展、異常気象による自然災

害の頻発、新型コロナウイルス感染症の発生、ＩＣＴ技術の発達等により、本市を取り巻く

社会情勢や環境は大きく変化しています。本市が持つ豊かな自然や歴史文化、学園都市と

しての強みや人財等を含めた全ての地域資源をこれまで以上に活用しつつ、時代の変化や

新たな行政課題に対応すべく、この度、施策や取組の見直しを行い、後期基本計画としてと

りまとめました。

　後期基本計画では、新たにＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の考え方を取り入れ、施策と

ＳＤＧｓの17のゴールを紐づけて整理しました。ＳＤＧｓは、2015年に国連が採択した「誰

一人取り残さない」持続可能でより良い社会の実現を目指す世界共通の目標であり、これ

は弱者救済、産業振興、教育の普及等を推進した上杉鷹山公の精神に通じるものです。この

精神を未来へと受け継ぎつつ、市民の皆様と力を合わせ、誰もが住みやすい、住み続けたい

と思えるような持続可能なまちの実現に向け、全力で取り組んでまいります。

　本計画の策定に当たり、アンケートやよねざわまちづくりフォーラム等に御協力いただ

きました市民の皆様、貴重な御意見を賜りました米沢市総合計画審議会委員の皆様に感謝

申し上げますとともに、計画の実行におきましても、市民や事業者の皆様をはじめ、本市に

関わる全ての皆様の御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和３年３月　

米沢市長

中　川　　勝
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答申のことば
　令和元年8月に諮問を受けて以来、米沢市総合計画審議会では、書面協議も含め合計10回
にわたり慎重に審議を重ね、令和3年2月に答申をいたしました。
　「ひとが輝き　創造し続ける　学園都市・米沢」を将来像とする米沢市まちづくり総合計
画を策定してから、5年が経過しました。その間、少子高齢化とともに人口減少には歯止め
がかからない状況です。また、頻発する自然災害に加え、新たに新型コロナウイルス感染症
の脅威にさらされています。さらには、国連で採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
達成に向けた機運の高まり、政府が提唱するSociety5.0実現に向けた動き等、これまでにな
いスピードで社会は大きく変容しています。この度、策定した後期基本計画は、これら目ま
ぐるしく変化する社会情勢の中にあっても、本市の揺るぎない指針になるものと確信して
おります。
　本審議会での審議に当たり、人口減少対策については、委員全員が強い危機感を共有し、
子育て支援、婚活・若者支援、さらには移住・定住・交流の促進について、何度も熱い議論が
交わされました。そして、人口減少を緩やかにするための取組を推進することはもとより、
人口減少が進んでも、市民一人ひとりの幸福度を最大限に高め、住んでいて良かった、住み
続けたいと思えるようなまちをつくり上げていく必要があるとの結論に至りました。そう
した議論は、後期重点事業を束ねるテーマとして人口減少社会への対応を掲げるなど、計
画の様々な部分に反映されています。
　もう一つ、審議会で大きな課題としてあげられたのは、世界的な新型コロナウイルス感
染症の流行への対応です。本審議会では、新型コロナウイルス感染症が本市にもたらす影
響をはじめ、市民が安心して暮らせるまちはどうあるべきかなどの議論を尽くし、計画内
容に盛り込むことができました。しかし、未だ感染の収束が見通せない状況でありますの
で、今後も感染状況を注視され、不測の事態が起きた場合は、迅速かつ適切な対応をお願い
いたします。
　本市の大きな強みの一つは、山形大学工学部、山形県立米沢栄養大学及び山形県立米沢
女子短期大学という3つの高等教育機関を抱える学園都市であることです。今後も、学園都
市に集積された知識・技術、研究・開発機能、人材等を最大限に活用し、市民や企業、団体等
が、互いに連携し、知恵を出し合いながら「ひとが輝き　創造し続ける　学園都市・米沢」を
目指していくことが重要であると考えます。この計画を着実に推進され、将来にわたって
活力に溢れ、持続可能な米沢市を築き上げてください。
　会長代理の柴田正孝委員をはじめとする委員の皆様には、大変お忙しい中、長期間にわ
たり丁寧な議論を尽くしていただきました。心より感謝申し上げます。また、事務局の皆様
をはじめ、本計画の策定に関わった多くの関係者の皆様にも厚く御礼申し上げます。
　本市の更なる発展を願い、答申のことばといたします。

　令和３年２月２日

米沢市総合計画審議会会長 尾 形　健 明
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第１部 序　論

　本市は、平成27年に米沢市まちづくり総合計画（平成28年度～令和7年度）を策定し、「ひとが輝き　創
造し続ける　学園都市・米沢」を目指す将来像として掲げた基本構想及び、その実現に向けた基本計画
（前期基本計画：平成28年度～令和2年度）を定めました。
　計画策定から約5年が経過する中で、人口減少、急激な少子高齢化、度重なる自然災害や新型コロナウ
イルス感染症がもたらす危機的状況への対応、*Society5.0の実現、国連が提唱した持続可能な開発目
標（*ＳＤＧｓ）への関心の高まり等、本市を取り巻く環境は大きく変化しています。
　こうした社会情勢の変化を踏まえ、新たな行政課題や市民ニーズに対応するため、この度、基本計画の
改定を行います。

第１章 計画の目的と役割

１　計画改定の趣旨

２　計画の役割

３　計画の構成と期間

　本計画は、まちづくりの最上位計画として、基本構想の実現に向けて取り組むべき施策の方向性を明ら
かにし、今後5年間において市政を運営する基本的な指針となるものです。

　基本構想で示された施策の大綱を具体的に推進するため、必要な施策を分野別に体系化しています。
計画期間は、令和3年度からの令和7年度までの5年間とします。
　なお、基本計画とは別に、個別の事業計画である実施計画を隔年度で策定し、基本計画で定めた施策の
実現を図ります。

【用語解説】＊ Society5.0 ⇒ P176　＊ ＳＤＧｓ ⇒ P176
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図表　計画の構成及び計画期間

基本構想基本構想
H28～R７
（10年間）

前期 H28～R２
後期 R３～R７

将来像（構想）
まちづくりの基本的な構想を定めたものです。

（基本理念・基本目標など）

方向性（施策）
まちづくりを実現するための分野別の施策を

定めたものです。

具体的な取組（事業）
目標達成の具体的手段（事業）を
定めたものです。（別途策定）

基本計画基本計画改定

実施計画実施計画
3年間の計画をローリング

28年度 29年度 30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

基本構想 （平成28年度～令和7年度）

前期基本計画 （平成28年度～令和2年度）

第1期実施計画 第3期実施計画

第2期実施計画

後期基本計画 （令和3年度～令和7年度）
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　米沢市まちづくり総合計画前期基本計画（計画期間：平成28年度～令和2年度）における各施策
での取組項目において、当初の目標に対してどの程度の成果が得られたかの自己評価と、後期基本
計画での方向性の検討を行い、その結果を、6つの基本目標ごとにまとめました。

● 成果の自己評価では、全323の項目のうち、273項目（84.5％）において「期待以上の成果」、
　 「ほぼ期待した成果」を得たと評価しています。

● 今後の方向性では、全323項目のうち、314項目（97.2％）において、「拡大」または「継続」の
　 方向性を示しています。

基本目標1 挑戦し続ける活力ある
産業のまちづくり(66項目)

基本目標2 郷土をつくる人材が育つ、
教育と文化のまちづくり(57項目)

基本目標3 子育てと健康長寿を支える
まちづくり(75項目)

基本目標4 自然と都市の魅力が調和し、賑わい
と交流を促すまちづくり(63項目)

基本目標5 安全安心に暮らせる
まちづくり(29項目）

基本目標6 持続可能なまちづくり
（協働・行政経営）(33項目)

基本目標1 挑戦し続ける活力ある
産業のまちづくり(66項目)

基本目標2 郷土をつくる人材が育つ、
教育と文化のまちづくり(57項目)

基本目標3 子育てと健康長寿を支える
まちづくり(75項目)

基本目標4 自然と都市の魅力が調和し、賑わい
と交流を促すまちづくり(63項目)

基本目標5 安全安心に暮らせる
まちづくり(29項目）

基本目標6 持続可能なまちづくり
（協働・行政経営）(33項目)

成果の自己評価

今後の方向性

第２章 計画改定の背景

１　前期基本計画の進捗状況

（１）前期基本計画施策の評価

期待以上の成果 期待通りの成果 期待した成果なし あまり成果なし 未実施

4項目

3項目

57項目

42項目

53項目

48項目

22項目

27項目2項目 2項目 2項目

3項目 2項目

1項目 1項目

7項目 2項目

3項目 3項目

8項目

2項目

3項目9項目

9項目

2項目

1項目

5項目

拡　大 継　続 縮　小 廃　止

13項目 52項目

52項目

57項目

51項目

27項目

28項目5項目

1項目 1項目

3項目

7項目

18項目

3項目 1項目

1項目

2項目

1項目
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　まちづくり総合計画では、基本計画に掲げるもののうち、重点的・分野横断的に取り組むべき11
の前期重点事業を定め、取り組んできました。各重点事業に対する実施状況は以下のとおりです。

（２）前期重点事業の実施状況

　人口減少は、市民生活の活力低下を招くばかりでなく、地域経済や市の財政基盤へも大きな影響
を及ぼします。本市では、人口定住の促進のため、地域で長く暮らしてもらうための環境整備と市外
からの定住促進・*交流人口拡大の推進に取り組みました。
　地域で長く暮らしてもらうためには、安全・安心な生活環境を整備することが重要です。本市で
は、公共施設や*ライフライン施設の耐震化等の防災力強化に努めるとともに、冬期も安心して暮ら
せるよう効率的な除排雪の実施に努めました。さらに、住宅等の耐震改修・*バリアフリー化への支
援、空き家対策の充実等良好な住環境の整備も行いました。
　また、全ての市民が、健康で明るく元気に生活を送ることができる社会の実現を目指し、令和元年
12月には米沢市健康長寿のまちづくり推進条例を制定し、市民、地域、事業者、地域団体等が一体
となって健康寿命の延伸及び健康格差の縮小に取り組むことを定めるとともに、令和2年3月に、第
3期米沢市地域福祉計画を策定し、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制づくりの推進
を進めています。
　一方、市外からの定住促進を図るため、首都圏等の移住希望者に対し、移住イベントや米沢暮らし
セミナーを開催し、本市の企業や起業支援策等の情報提供を積極的に行いました。また、令和2年か
らは、移住者の交流促進に向けた移住者ミーティングや、*オンラインによる移住セミナー等新たな
スタイルでの相談会を開始しました。
　さらに、交流人口の拡大に向けて、各種学会・大会・イベント等の誘致を行うとともに、自然等を活
用した体験型交流にも取り組みました。また東北中央自動車道の開通や*道の駅米沢開業等の観光
客の受入体制整備や、本市独自の歴史と文化を活用し、城下町らしい景観整備を推進するととも
に、「*米沢四季のまつり」や地域の伝統祭りの活性化を図りました。

人口定住の促進1

【用語解説】＊ 交流人口 ⇒ P178　＊ ライフライン ⇒ P183　＊ バリアフリー ⇒ P181　＊ オンライン ⇒ P177　＊ 道の駅 ⇒ P182
＊ 米沢四季のまつり ⇒ P182
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　人口減少、少子高齢化が進展する中で、市民が安心して結婚し子どもを生み育てられるようにす
るとともに、地域全体で子育てを応援し見守ることが重要です。そのため、本市では、様々な支援・取
組を行ってきました。
　結婚や出産に結びつく支援としては、各種結婚支援イベントの開催及び*婚活コンシェルジュを設
置して、出逢いの機会創出を図るとともに、*特定不妊治療の拡充や、新たに*一般不妊治療の助成
を行い、子どもを持つことを望む夫婦への経済的支援を充実させました。
　母子保健については、平成28年4月に*子育て世代包括支援センターを設置し、*母子保健コー
ディネーターを配置しました。また、妊婦検診の助成や予防接種を拡充するとともに、関係機関との
連携を強化し、窓口相談や支援体制を拡充することにより、母子保健事業の充実を図りました。
　子育て支援の推進については、子育て支援医療給付事業の拡充を図るほか、*子ども・子育て支
援新制度への移行に伴い、新たに*認定こども園に移行した幼稚園に対し、施設整備を支援しまし
た。その結果、本市の4月当初待機児童は、平成26年から5年連続で0人となり、順調に待機児童の
解消が進んでいます。また、新たに2か所の保育所で病児対応型*病児保育事業を開始するととも
に、延長保育や一時預かり等の保育サービスを充実することで、就労する保護者が安心して子育て
ができる環境を整備しました。また、令和元年10月には、子育て支援の一環として未就学児向け遊
戯施設であるもくいくひろばをすこやかセンター内に開設し、合わせて育児や健康に関する相談を
行っています。

子育てを応援し子どもたちを大事に育てるまちづくりの推進2

【用語解説】＊ 婚活コンシェルジュ ⇒ P178　＊ 特定不妊治療 ⇒ P181　＊ 一般不妊治療 ⇒ P177
＊ 子育て世代包括支援センター ⇒ P178　＊ 母子保健コーディネーター ⇒ P182　＊ 子ども・子育て支援新制度 ⇒ P178
＊ 認定こども園 ⇒ P181　＊ 病児保育事業 ⇒ P181

もくいくひろば
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　本市は、特別豪雪地帯に指定され、冬期間の日常生活や経済活動をする上で、雪対策は必要不可
欠なものとなっています。本市では、人口減少・少子高齢化の急速な進行、雪処理の担い手の減少等
による社会情勢の変化、複雑・多様化する住民ニーズへ対応し、克雪・親雪・利雪対策を広く展開す
るための総合的な雪対策の指針として、平成30年5月、米沢市雪対策総合計画（平成30年度～令
和9年度）を策定しました。
　本計画では、これまでのような道路除排雪を中心とした取組に加えて、市民・事業者・行政がそれ
ぞれの役割分担のもと協働で雪対策を行い、地域住民同士が協力して雪対策に取り組むなど、状況
に応じた効率的な除排雪体制の確立を目指し、基本方針を、「雪と向き合い、共に支え合いながら、
安心して暮らせる雪に強いまち・米沢」と定めました。

雪対策総合計画の策定5

　市民の身近な交通手段として運行している市民バスは、民間バス事業者が廃止した路線を引き継
いだ廃止代替路線（Ｈ29.4.1～万世線に名称変更）と、市民ニーズを受けて導入された循環路線（Ｈ
29.4.1～市街地循環路線に名称変更）の2路線で構成されています。
　本市では、年間利用者数が減少し、収支状況が悪化している廃止代替路線の状況を改善するため、
路線バスに代わる公共交通として、*デマンド交通システムである乗合タクシーを導入しました。平成
27年11月からは山上地区で、平成29年4月からは田沢地区でも本格運行を開始し、各本格運行開始
に合わせ、市民バス米沢・（松原）関根線、米沢・田沢線を廃止しました。また、公共交通の空白地域解消
にも有効であるため、令和2年4月からは、広幡地区においても本格運行を開始しました。

公共交通の充実4

【用語解説】＊ コンパクトなまちづくり ⇒ P178　＊ デマンド交通 ⇒ P181

　中心市街地では、平成25年に整備した西條天満公園に続き、平成28年7月にはナセＢＡ（市立米
沢図書館・よねざわ市民ギャラリー）、まちなか駐車場等の整備を行いました。さらに整備した施設
の活用を図るため、市と商工会議所を事務局とする中心市街地活性化協議会を中心に、学生や商業
者と協働し、ナセＢＡや西條天満公園での各種イベントやワークショップを実施するなど、まちなかの
賑わいづくりに取り組んでいます。ほかにも、商業活性化拠点整備事業として、市内商店街の空店舗
等を活用した出店支援を行うなど、まちなかの活力向上に向けた取組を行いました。
　人口減少、少子高齢化が進む中、これまでの拡散型のまちづくりから、コンパクトなまちの形成に
より、子どもから高齢者まで多くの人が暮らしやすいまちづくりを推進することが求められていま
す。総合的な生活サービス機能を維持・誘導する「中心拠点」と、周囲地域の拠点となる「地域拠点」
との相互連携を図る交通軸等のネットワーク形成を促進し、市民が身近に生活サービスを享受でき
るコンパクトなまちづくりを進めていくため、令和2年12月、米沢市都市計画マスタープラン及び米
沢市立地適正化計画を策定しました。

*コンパクトなまちづくりの推進3
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　市内企業の約99.8％を占める中小企業の発展を図るには、中小企業者自身の努力に加え、市、市
民、教育機関、官公庁及び金融機関との連携が必要です。本市では、中小企業振興の推進に全市を
挙げて取り組んでいくため、平成27年4月に米沢市中小企業振興条例を策定し、その具体的な取組
を定める*米沢市中小企業振興アクションプラン（対象期間：平成30年度から令和4年度）を平成
30年3月に策定しました。
　中小企業振興アクションプランでは、①人材の確保と技の継承、②市内外における幅広い分野と
のつながりを促進、③経営基盤を強化し、新たな取組を促進という3つの施策の方向に基づき、人材
の育成確保、関係団体・企業間の連携支援、販路拡大、創業支援等の様々な取組を推進しました。
　また本市では、市内産品やサービスをさらに磨き上げ、本市独自のブランド化を推進し、市内産業
の活力を高めていく米沢ブランド戦略事業を平成30年11月から開始し、令和2年3月末時点で、米
沢のブランディングに賛同する運動体*TEAM NEXT YONEZAWAの登録件数が159件となり
ました。

中小企業の振興7

　本市では、企業立地促進のため、平成28年度から企業立地助成金を拡充するとともに、平成30
年度に県と連携して県外企業へ立地意向調査を実施、展示会等へ出展するなどの誘致活動を展開
しました。こうした取組に加え、東北中央自動車道が開通したことによる交通アクセス改善の効果に
より、米沢八幡原中核工業団地及び米沢オフィス・アルカディアの両産業団地への企業進出が進
み、令和2年3月時点で、米沢八幡原中核工業団地の利用率は95.1％、米沢オフィス・アルカディア
の利用率は、77.7％を達成しました。
　また米沢オフィス・アルカディアの一部を研究開発施設誘致エリアとして位置付け、誘致活動を展
開するとともに、大学の研究成果の事業化等による新産業創出に向けた取組を促進しました。平成
30年6月には、本市支援のもと、山形大学の保有する研究成果の事業化や企業の製品開発を促進
する山形大学有機材料システム事業創出センターが設置されました。

企業立地の促進と新産業の創出6

米沢オフィス・アルカディア 山形大学有機材料システム事業創出センター

【用語解説】＊ 米沢市中小企業振興アクションプラン ⇒ P182　＊ TEAM NEXT YONEZAWA ⇒ P176
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　本市では、平成29年11月に開通された東北中央自動車道の福島ＪＣＴから米沢北ＩＣ間の整備効
果を高めるため、平成30年4月、道の駅米沢を整備・開業しました。「山形県の南の玄関口に位置す
る総合観光案内窓口」、「円滑な県内観光を促進する交通結節点」、「地域の歴史と文化を活かした
おもてなし」、「地域産業を振興し、地域の元気をつくる」という整備方針の下、『オール米沢（置賜）を
体感・創造・発信する道の駅』をコンセプトに整備された道の駅米沢は、令和2年7月には、来館者
400万人を達成するなど、連日多くの人で賑わっています。施設内には、県内全域の情報発信だけ
ではなく、宿泊施設や交通機関の予約が可能な観光総合窓口を設置し、国内外に広く情報発信をす
るとともに、多様な特産品や体験型観光の情報を含む複
数の観光ルートを提供する拠点となっています。さらに、
地理的優位性を活かし東京・福島方面からの観光客を
ターゲットに高速バス、観光周遊バス、路線バスの停留
所やカーシェアスペースを設置するなど、*パーク＆ライ
ド機能を持たせています。

（仮称）道の駅よねざわ整備事業9

【用語解説】＊ 道の駅 ⇒ P182　＊ 交流人口 ⇒ P178　＊ パーク＆ライド ⇒ P181

　平成29年11月、東北中央自動車道の福島大笹生ＩＣから米沢北ＩＣ間が開通するとともに、米沢中
央ＩＣの供用が開始され、福島県と山形県を直接結ぶ高速道路網が完成しました。これにより、福島・
米沢間の移動時間が半減されるとともに、交通の要衝である国道13号栗子峠における冬期間の通
行の不安を解消することができました。国道13号と東北中央自動車道を合わせた福島大笹生から
米沢八幡原ＩＣ及び国道13号栗子峠の交通量は、開通前と比べ、6割程増加※しています。
　また、東北中央自動車道の開通は、*道の駅米沢の開業効果も重なり、福島県や関東方面からの
*交流人口拡大につながりました。併せて、沿線地域の開発を促進し、観光、工業、農業等の分野にお
ける交流・連携による地域経済の活性化、雇用の創出、周
囲道路の渋滞緩和等を実現するばかりでなく、保健医療
ネットワークや防災体制の強化等を推進していく上でも
極めて重要な役割を果たしています。

東北中央自動車道建設促進事業8

※Ｈ27道路交通センサス調査及びＨ31.4.14～Ｒ1.12.31の日平均値ＮＥＸＣ
　Ｏ東日本提供交通量、国土交通省常時観測トラフィックカウンターデータ
　等による

東北中央自動車道開通セレモニー

道の駅米沢
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　本市の財政は、平成24～26年度は実質単年度収支が3年連続で赤字となり、平成26年度には
*経常収支比率が98.1％になるなど、市税の減少や*扶助費（社会保障費）の増加等から、財政の硬
直化が進み、今後の財政運営が危ぶまれる事態となりました。そのため、平成28年2月に米沢市財
政健全化計画（平成28年度～令和2年度）を策定し、*ふるさと応援寄附金制度の推進等による歳
入の確保、人件費の抑制や事務事業の見直し等による歳出の抑制等、財政健全化に向けた様々な
取組を実施してきました。また公共施設については、平成29年3月に米沢市公共施設等総合管理計
画を策定し、当計画において、今後の財政的な負担をもとに建物系施設の保有総量（延床面積）及
び維持管理費の削減目標を定めました。
　こうした財政健全化の取組による成果に加え、オフィス・アルカディア等への企業誘致や全国的
な景気拡大、雇用の改善等の影響を受けた税収の増加、さらには少雪等の影響もあり、平成27年度
以降の実質単年度収支は黒字化を図ることができ、経常収支比率も95％を下回っています。また、
財政調整基金と公共施設等整備基金を合わせた基金残高は、平成26年度末には13億円を下回る
まで減少しましたが、平成27年度以降は収支が改善したこともあり、令和元年度末には約30億円
の基金残高を確保しています。

財政健全化の推進11

　市立病院の建物は、外来棟・管理棟は建築後50年以上、中央診療棟・病棟は30年以上が経過し
ており、老朽化・狭隘化した建物では、耐震化等の災害への対応や高度化・多様化する医療への対
応が難しいことから、市では新たな病院の建設に向けた検討を進めてきました。
　平成29年1月からは、「米沢市医療連携あり方検討委員会」において協議を重ね、医師の不足・高
齢化により厳しい状況にある救急医療体制維持のため、市立病院が急性期医療を、三友堂病院が
回復期・在宅医療を担うという医療連携の方針が定められました。
　平成31年3月に米沢市立病院新病院建設基本計画を策定し、令和2年5月には、新病院建設事業
の基本設計が完了しました。現在の市立病院敷地に、市立病院と三友堂病院を併設・接続する形で
の新市立病院建設を予定しており、令和3年6月の着工、令和5年秋の開院を目指しています。

市立病院建替事業10

【用語解説】＊ 経常収支比率 ⇒ P177　＊ 扶助費 ⇒ P182　＊ ふるさと応援寄附金制度 ⇒ P182
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　日本の総人口（令和元年10月1日現在総務省推計人口）は1億2,616万7千人と、平成20年の1
億2,808万4千人をピークに減少に転じ、本格的な人口減少社会を迎えています。
　また、人口構造は、平均寿命の延びと少子化の進行により、高齢者の割合が増加しており、2025
年には団塊の世代が後期高齢者となることが見込まれ、人口減少、少子化、長寿社会の到来を見据
えたまちづくりを一層進めることが求められています。
　本市においては、国よりも早い段階で人口は減少に転じており、国立社会保障・人口問題研究所
による本市の将来人口の見通し（平成30年3月推計公表）では、2040年に、62,875人となること
が見込まれています。
　こうした人口減少や少子化の進行をできる限り緩やかにするため、安心して子どもを生み育てる
ことができる環境の整備や、働き方に応じた雇用の場と就業機会の拡大を図るとともに、健康で全
ての世代が、それぞれの能力を発揮でき、生きがいを感じることができる一億総活躍社会の実現、安
心して暮らすことのできる社会の形成が求められます。

（１）人口減少、少子化、長寿社会の到来

　本市におけるこれからの市民生活やまちづくりを考えるにあたっては、社会・経済の動き等、時代の変化
を的確に把握し、取り組んでいくことが重要となります。
　そこで、基本計画の見直しにあたり、本市を取り巻く社会動向や課題、展望を次の視点から整理します。

２　米沢市を取り巻く社会動向と課題

【国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所（平成30年3月推計）】
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　地球温暖化や生態系の崩壊、資源の枯渇等、地球規模で環境問題が深刻化する中で、現在の自
然環境を次世代へ継承していくために、行政や事業所の努力だけではなく、市民一人ひとりが環境
への負荷の少ない社会の実現へ向けて、暮らしを見直し、考え、行動していく意識や関心が高まって
います。
　また、東日本大震災において発生した電力不足を受けて、エネルギー資源のあり方について見直
しが求められ、太陽光や*バイオマス等の*再生可能エネルギーの利用が拡大するとともに、次世代
自動車の活用といった省エネルギー化が進んでいます。
　本市においては、最上川や吾妻山等の豊かな自然環境の保全に努めるとともに、再生可能エネル
ギーの普及を促進し、省エネルギー化の推進やごみの減量化・資源化等で環境への負荷低減を図る
など、環境にやさしい*脱炭素・*循環型社会の形成に向けた取組が求められています。
　こうした環境意識の高まりを捉え、森林や水辺をはじめとする豊かで多様な自然環境や生態系を
保全・再生するとともに、再生可能エネルギーの利用、省エネルギーやごみの発生抑制、再利用、資
源化等、環境に配慮した脱炭素・資源循環型社会の形成に向け、国、自治体、事業者、市民がそれぞ
れの立場で責任ある行動をしていくことが重要です。

（４）環境に配慮した生産活動・生活様式の行動転換

　わが国の社会経済活動は急速な*グローバル化に加え、情報通信技術の発達・普及、市場ニーズ
の多様化等を背景に、大企業のみならず、中小企業等においても世界市場を視野に入れた事業展開
に参入しやすい環境が進み、社会経済活動は大きな進展がみられます。
　一方で、*リーマンショックや新型コロナウイルス感染症の感染拡大による世界的な経済の停滞に
みられるように、世界情勢の変化によるリスクも大きくなっています。
　本市においては、東北地方でも有数の工業都市である一方、経済のグローバル化が地域経済に
大きな影響を及ぼしています。このため、先端技術研究を活かした産学官民の連携を図るなど、新産
業創出に引き続き取り組むことが求められています。
　また、米沢ブランド戦略をはじめ、産学官民の連携を産業分野全般において推進することで、地域
間・国際間の競争に対抗し得る、産業の高付加価値化を図ることが重要となります。

（３）グローバルな社会経済活動の進展

　新型コロナウイルス感染症は、世界的な感染拡大を引き起こし、人々の生命と健康を脅かすとと
もに、社会経済活動を著しく減退させました。また、緊急事態宣言の発出に伴う全国的な外出自粛
や、小中学校の臨時休業等をはじめとする「接触機会の低減」は、日常生活にも大きな負担を強いて
います。
　新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない「ウィズコロナ」の時代のなかで、様々な社会環
境（教育、働き方、健康、医療・介護等）のあり方を見直しつつ、地域経済の再構築や、東京一極集中
の見直し、*ＩＣＴ活用によるデジタル社会の実現、ライフスタイルや価値観の変化等、時代に即した
柔軟な対応が必要です。

（２）新型コロナウイルス感染症による社会変化や新しい価値観への対応

【用語解説】＊ ＩＣＴ ⇒ P176　＊ グローバル化 ⇒ P177　＊ リーマンショック ⇒ P183　＊ バイオマス ⇒ P181
＊ 再生可能エネルギー ⇒ P178　＊ 脱炭素 ⇒ P180　＊ 循環型社会 ⇒ P179
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　近年は、福祉や環境保護等、自らが課題の解決に取り組もうとする意識やボランティア意識の高
まりにより、*ＮＰＯ活動や社会貢献活動が活発に行われ、行政への参画や協働によるまちづくりの
意識は高まっている一方で、核家族化や少子高齢化の進展をはじめとする環境の変化に伴い、地域
内の連帯意識の希薄化、地域*コミュニティの機能低下等の問題が指摘されています。
　そのため、社会の基盤である地域を再生し、一人ひとりが抱える課題や困難に対して、コミュニ
ティの活性化を図り、包括的な支援と「地域共生社会」の実現に向けた取組が求められています。
　本市においては、持続可能な地域社会の構築を図るためにも、市民一人ひとりの知恵と力を結集
する市民参画や、行政と市民が互いに地域経営を考える協働の取組を図っていくことが重要です。

（６）市民との協働による共生社会の形成

　*人工知能（ＡＩ）や*ＩｏＴ（モノのインターネット）、*ビッグデータの活用等、近年の情報通信技術（Ｉ
ＣＴ）の進展は著しいものがあります。国は、これらの進化したＩＣＴを活用し、付加価値の創造や生産
性の向上等の経済的発展に加え、地域社会的課題の解決との両立を目指す「*Society5.0」の実現
を目指しており、官民が一体となって積極的に推進していくことが求められています。
　また、スマートフォンやタブレット端末をはじめとするスマートデバイスの普及は、社会・経済の活
動や人々の暮らしやコミュニケーションに大きな変化をもたらす一方で、情報通信機器の使い方や
活用において、情報セキュリティの確保や若者と高齢者の世代間格差、プライバシー等の新たな課
題が発生しています。
　本市においても、こうした情報化社会がもたらす利点を十分に活用できるよう、*デジタル・ディバ
イド（情報格差）を解消し、市民が平等に情報通信技術（ＩＣＴ）の恩恵を受けられるよう、サポート体
制を構築するとともに、先端技術の活用を促進し、市民サービスの向上と行政の効率化を推進する
必要があります。

（７）情報通信技術（*ＩＣＴ）の進展

　経済力や、それに伴う生活水準の高まりから価値観や暮らし方の多様化が進む中で、市民の幸福
感や地方への移住・定住、地域の歴史、自然への関心、ボランティア、文化、スポーツ活動等、｢心の
豊かさ｣を重視する意向も強くなっています。
　また、教育、仕事、老後といった単線型の生き方ではなく、生涯のうちに様々な学びや仕事等を経
験する「人生100年時代」が到来し、人々の生き方や社会全体が大きく変化するといわれています。
　そのため、多様化する個々の暮らし方を尊重しながら、一人ひとりの個性や能力が活かされ、その
個性や能力を地域社会にも反映し、社会全体として質的な豊かさを実現できるよう雇用創出や生涯
学習機会の充実等の取組が求められています。
　また、国籍・地域や民族、性別（*ＬＧＢＴ等の性的指向・性自認）、障がいの有無等による違いを認
め合う社会が求められており、一人ひとりの価値観に基づいた多様な生き方の実現を後押しすると
ともに、まちづくりを通じて、様々な交流・つながりを創出していくことが重要となっています。

（５）価値観や生活様式の多様化

【用語解説】＊ ＬＧＢＴ ⇒ P176　＊ ＮＰＯ ⇒ P176　＊ コミュニティ ⇒ P178　＊ ICT ⇒ P176　＊ 人工知能（ＡＩ） ⇒ P179
＊ ＩｏＴ ⇒ P176　＊ ビッグデータ ⇒ P181　＊ Society5.0 ⇒ P176　＊ デジタル・ディバイド ⇒ P181
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　人口の東京一極集中が進み、地方との間の格差が拡大し、国においては地域の自主性、自立性、
そして自律性を高めるための改革が進む中、基礎自治体である市町村の役割は大きなものとなり、
自主性と自立性が一層重要になっています。加えて、国では平成26年9月に「まち・ひと・しごと創生
本部」を発足させ、人口減少対策や地方活性化等「地方創生」に向けた動きが進行しており、より一
層の創意と工夫に満ちたまちづくりを推進・展開する必要が高まっています。
　本市においても、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定、見直しを行い、移住・定住の促進に加
え、「*交流人口」や「*関係人口」の拡大等、人口減少社会に対応した活力の維持に取り組むととも
に、人口構造の変化に対応したまちづくりを推進していく必要があります。
　また、2015年の国連サミットでは、「誰一人取り残さない」ことを理念とした国際社会共通の目標
として、2030年を期限とする「持続可能な開発目標（*ＳＤＧｓ）」が提唱され、まちづくりにおいても
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の理念を踏まえた取組が求められています。

（９）地方創生の推進

　平成12年の地方分権一括法を契機として、「地域のことは地域が決める」という、本格的な地方
自治の時代に入りました。
　地方創生にもみられるように、これからは国や県が定めた事業を行うだけではなく、自らの責任と
判断で施策を実行していく、自主・自立による行政運営が求められ、そのための多様な人材の育成
や組織体制の再編整備等、人材・組織両面にわたる行政能力の向上が必要となっています。
　一方で、人口の減少とともに、市民生活や社会経済活動を支える、道路・下水道施設・河川施設・
公園施設等の社会資本は、老朽化が将来の行財政運営に深刻な影響を及ぼすことが考えられ、計
画的な維持管理を推進する必要があります。
　今後は、社会資本の整備・蓄積による効果の最大化を目指すとともに、既存施設の有効活用を検
討する必要があります。

（10）将来に向けた行財政運営

【用語解説】＊ 自主防災組織 ⇒ P179　＊ ＳＮＳ ⇒ P176　＊ 交流人口 ⇒ P178　＊ 関係人口 ⇒ P177　＊ ＳＤＧｓ ⇒ P176

　近年、国内では大規模な自然災害が多発しており、自然災害による被害を最小限に抑える減災の
重要性が強く認識されるようになり、防災機能の充実や市民の防災意識の醸成、*自主防災組織の
育成が展開されているほか、国土強靭化の推進等の取組も進められています。
　また、日常生活においては、虐待や暴力、いじめ等、人権や生命を脅かす事件が多発しているほ
か、消費生活におけるトラブル、*ＳＮＳを介した犯罪等、社会環境の変化に伴う新たな社会問題等も
発生しています。
　さらに近年、世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の感染拡大や新たな感染症の発
生に対する不安が高まっています。本市においても、市民が安全安心に暮らせるよう、自然災害への
防災対策に加え、犯罪や交通事故を抑止するための防犯・交通安全対策や、農畜産物等の安全な食
の供給、さらには健康を脅かす感染症への対応等の安全対策を講じることが重要です。加えて、これ
らの対策をより実効性のあるものとするためには、行政による取組だけでなく、地域全体で見守り、
支え合う社会づくりや自らの安全を自らが守るための取組が不可欠になってきています。

（８）安全安心に対する関心の高まり
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　米沢市まちづくり総合計画の基本構想において、令和7年の想定人口を平成22年の国勢調査に基づく
推計値である77,587人から約1,000人増加させた78,600人と見込み、前期基本計画では、その実現に
向け、様々な施策に取り組んできました。しかし、平成27年（2015）の国勢調査実績に基づいた平成30年
3月の推計値では、令和7年の推計人口は、77,483人と見込まれており、人口減少に歯止めがかかってい
ない状況です。近年は、死亡数が出生数を上回る自然減と、転出者が転入者を上回る社会減の状態が続い
ていることから、後期基本計画では、安心して子どもを生み育てることができる環境の整備、*合計特殊出
生率向上のための施策、移住・定住促進に力を入れるなどの取組を一層進め、人口減少のペースを緩やか
にしていく必要があります。

３　人口に関する現況指標及びその見通し

図表　人口推移 （単位：人）

平成17年
（2005）

総人口 (国勢調査)
　　0～14歳
　　15～64歳
　　65歳以上
　　年齢不詳
推計人口 （注1）
想定人口 （注2）

内

　
　訳

（注１）国立社会保障・人口問題研究所（平成25年3月推計）によるもの
（注２）総合計画での見込値（米沢市人口ビジョン）によるもの

93,178
12,808
58,334
21,976

60
－
－

89,401
11,577
54,346
22,898
580
－
－

85,953
10,561
50,637
24,322
433

85,444
－

－
－
－
－

81,618
81,879

－
－
－
－

77,587
78,586

－
－
－
－

73,478
75,304

平成22年
（2010）

平成27年
（2015）

令和2年
（2020）

令和7年
（2025）

令和12年
（2030）

図表　人口に関する指標 （単位：人）（注）

①出生数
②死亡数
③自然動態増減数（①－②）
④転入者数
⑤転出者数
⑥社会動態増減数（④－⑤）
⑦人口増減数（③+⑥）
（注）住民基本台帳に基づくもの

平成17年～21年 平成22年～26年
3,556
4,853

△ 1,297
13,287
15,710
△ 2,423
△ 3,720

3,237
5,317

△ 2,080
12,281
13,766
△ 1,485
△ 3,565

【用語解説】＊ 合計特殊出生率 ⇒ P178
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第３章 基本計画改定基本方針

　米沢市まちづくり総合計画は、「ひとが輝き　創造し続ける　学園都市・米沢」を本市の将来像に掲げ、
その実現に向けて執るべき施策の大綱と具体的な事業を定めたものであり、平成28年度から令和7年度
までの10箇年間における本市市政運営の基本的な方針であるとともに、市民主体のまちづくりを進める
上での行動指針としています。
　この総合計画の基本構想で示したまちづくりの実現に向け、具体的な施策の内容を定めた基本計画は、
令和2年度までの前期5箇年間における計画の進捗状況や社会情勢の変化を踏まえて見直すこととされ
ているため、改定を行います。

１　改定趣旨

２　改定の基本的な視点

　基本構想に掲げた将来像に向けて、後期5年間で、将来像を実現する上で、解決すべき課題や具
体的に取り組むべき事項を明らかにし、より実効性の高い計画として改定します。

（１）基本構想における将来像の実現を目指した計画

　人口減少や人口構造の変化、厳しい財政状況、公共施設の老朽化率、本市を取り巻く社会経済環
境を踏まえ、今後の動向にも考慮した計画づくりを進めます。

（２）社会経済情勢を踏まえた計画

　本市のまちづくりを進める上で、行政だけでは課題解決を図ることが難しい状況も出てきており、
地域や市民とともに進めていく必要があります。市民アンケート調査、まちづくりフォーラムの開催、
*パブリックコメントの実施等、「市民とともにつくる計画」という意識のもと、計画づくりを進めます。

（３）市民の参加による計画

３　改定の体制

　市長からの諮問を受け、後期基本計画策定に関する調査、審議を行い、審議結果を市長に答申し
ます。委員は公募を含めて20名以内とします。

（１）米沢市総合計画審議会

　市民が気軽な雰囲気の中、まちづくりに対する幅広い意見を出し合い、市及び審議会へ提案します。

（２）よねざわまちづくりフォーラム

【用語解説】＊ パブリックコメント ⇒ P181
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① 市民アンケートの実施
　より多くの市民の方の意見を後期基本計画に反映させるため、無作為に抽出した市民及び高校
生・大学生・転出者に対してアンケートを実施します。

② *パブリックコメントの実施
　後期基本計画に対して広く市民から意見を求め、それらの意見を反映させるようにするため、パ
ブリックコメントを実施します。

③ 広報誌・ＨＰ等の活用
　広報誌、ＨＰ等に、後期基本計画策定進捗状況等の情報を適宜掲載していきます。

（３）その他の市民意見等の集約体制

① 総合計画策定会議
　基本計画改定に係る基本方針を決定するとともに、計画案に関し各部門間の調整を図ります。

② 総合計画作成プロジェクトチーム
　係長級職員で組織し、よねざわまちづくりフォーラムの運営支援等を行います。

③ 各担当課等
　それぞれの所管する部門の施策、事業を検討するとともに、関係する団体等との連携を図ります。

（４）庁内体制

米沢市議会

米沢市長

米沢市
総合計画審議会

議決 提出

諮問

意見
提言

意見
提言

答申

市　　民
関係団体
有 識 者　等

・よねざわ
  まちづくりフォーラム
・アンケート
・パブリックコメント　等

総合計画策定会議

総合政策課
（事務局）

庁内
プロジェクトチーム
各担当課等

【用語解説】＊ パブリックコメント ⇒ P181
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